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（提案理由） 

 この案は、いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関し必要な事

項を定めるため提出します。 



東京都台東区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する

条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 台東区いじめ問題対策連絡協議会（第３条―第１１条） 

 第３章 台東区いじめ問題対策委員会（第１２条―第２１条） 

 第４章 台東区いじめ問題調査委員会（第２２条―第３１条） 

付則 

   第１章 総 則 

（趣 旨） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第

７１号。以下「法」という。）第１４条第１項及び第３項並びに

第３０条第２項に規定する組織の設置に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学

校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他

の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、

当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じている

ものをいう。 

 (２) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及び



いじめへの対処をいう。 

 (３) 学校 東京都台東区立学校設置条例（昭和３９年４月台

東区条例第１９号）第１条に規定する小学校及び中学校をい

う。 

 (４) 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

   第２章 台東区いじめ問題対策連絡協議会 

（設 置） 

第３条 法第１４条第１項の規定に基づき、台東区いじめ問題対

策連絡協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第４条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

 (１) 台東区（以下「区」という。）におけるいじめの防止等の

ための対策の推進に関する事項 

 (２) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する

事項 

（組 織） 

第５条 協議会は、学校、台東区教育委員会（以下「教育委員会」

という。）、警察その他の関係者のうちから、教育委員会が委嘱

し、又は任命する委員２０人以内をもって組織する。 

（任 期） 

第６条 協議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。た

だし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会 長） 

第７条 協議会に会長を置き、教育委員会事務局次長をもって充

てる。 



２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ

会長の指名する委員が会長の職務を代理する。 

（招 集） 

第８条 協議会は、会長が招集する。 

（会 議） 

第９条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

２ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、

非公開とすることができる。 

（守秘義務） 

第１０条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（委 任） 

第１１条 協議会の運営に関し必要な事項は、台東区教育委員会

規則（以下「教育委員会規則」という。）で定める。 

   第３章 台東区いじめ問題対策委員会 

（設 置） 

第１２条 法第１４条第３項の規定に基づき、教育委員会の附属

機関として、台東区いじめ問題対策委員会（以下「対策委員会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第１３条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、区における



いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申

する。 

２ 対策委員会は、区におけるいじめの防止等のための対策の推

進について必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述

べることができる。 

３ 対策委員会は、学校において法第２８条第１項に規定する重

大事態（以下「重大事態」という。）が発生した場合には、同項

に規定する組織として調査を行い、その結果を教育委員会に報

告するものとする。 

（組 織） 

第１４条 対策委員会は、法律、医学、心理、福祉等に関する学

識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員１０

人以内をもって組織する。 

（任 期） 

第１５条 対策委員会の委員の任期は、２年以内とし、再任を妨

げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第１６条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを

定める。 

２ 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらか

じめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。 

（招 集） 

第１７条 対策委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が

選出されていないときは、教育委員会が行う。 



（会 議） 

第１８条 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

２ 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

３ 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、

非公開とすることができる。 

（意見聴取等） 

第１９条 対策委員会は、委員長が必要と認めたときは、委員以

外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は委員以外

の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第２０条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（委 任） 

第２１条 対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

   第４章 台東区いじめ問題調査委員会 

（設 置） 

第２２条 東京都台東区長（以下「区長」という。）は、法第３０

条第１項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に

係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の

防止のため必要があると認めるときは、同条第２項の規定に基

づき、区長の附属機関として、台東区いじめ問題調査委員会（以

下「調査委員会」という。）を置くことができる。 



（所掌事項） 

第２３条 調査委員会は、法第２８条第１項の規定による調査の

結果について調査を行い、その結果を区長に報告するものとす

る。 

（組 織） 

第２４条 調査委員会は、法律、医学、心理、福祉等に関する学

識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員１０人以内

をもって組織する。 

（任 期） 

第２５条 委員の任期は、区長が委嘱したときから、第２３条の

規定による報告が終了するときまでとする。 

（委員長） 

第２６条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを

定める。 

２ 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらか

じめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。 

（招 集） 

第２７条 調査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が

選出されていないときは、区長が行う。 

（会 議） 

第２８条 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

２ 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。 



３ 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、

非公開とすることができる。 

（意見聴取等） 

第２９条 調査委員会は、委員長が必要と認めたときは、委員以

外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は委員以外

の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第３０条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（委 任） 

第３１条 調査委員会の運営に関し必要な事項は、台東区規則で

定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正） 

２ 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和３１年１２月台東区条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表中 

 

 

 

区長 東京都台東区青少

年問題協議会  

日額 ８,０００円 ６級の職務に

ある者相当額  

「 

」 
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区長 東京都台東区青少

年問題協議会  

日額 ８,０００円 ６級の職務に

ある者相当額  

区長 台東区いじめ問題

調査委員会 

日額 

委員長 ２０,０００円 

委員 １８,０００円 

６級の職務に

ある者相当額  

区長 「はばたきプラン

２１」推進会議  

日額 

会長 １８,０００円 

学識委員 １６,０００円 

委員 ８,０００円 

６級の職務に

ある者相当額  

区長 「はばたきプラン

２１」推進会議  

日額 

会長 １８,０００円 

学識委員 １６,０００円 

委員 ８,０００円 

６級の職務に

ある者相当額  

教 育 委

員会 

台東区いじめ問題

対策委員会 

日額 

委員長 ２０,０００円 

委員 １８,０００円 

６級の職務に

ある者相当額  

「 

に、 

「 

」 

を 

「 

に改める。 

」 

」 


